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1. 概要 

「柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（6 号及び 7 号原子炉施設の変更）本文

及び添付書類の一部補正について（原管発官 29 第 59 号）について」の記載に一部誤りがあ

ることが確認された。 

 

2. 正誤表 

申請書該当箇所 ＜誤＞ ＜正＞ 

別紙 2（本文）の一部補正 

6 頁 

9 行目～14 行目 

発電用原子炉施設のうち，主要な施

設である原子炉建屋及びタービン建

屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）とす

る。敷地の整地面は，標高 12m とす

る。 

また，取水施設のうち原子炉補機冷

却系の海水ポンプについては，標高

10m 高さのコンクリート躯体に囲わ

れた海水ピットポンプ室に設置する。 

発電用原子炉施設のうち，主要な施

設である原子炉建屋及びタービン建

屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）とす

る。敷地の整地面は，標高 12m とする。 

 

別紙 2（本文）の一部補正 

160 頁 

11 行目～13 行目 

(3)固体廃棄物の廃棄設備の記述の

うち，「冷却材浄化系沈降分離槽」を

「冷却材浄化系沈降粉末樹脂分離槽」

とし，「遮へい」を「遮蔽」とする。 

(3)固体廃棄物の廃棄設備の記述のう

ち，「冷却材浄化系沈降分離槽」を「冷

却材浄化系粉末樹脂沈降分離槽」と

し，「遮へい」を「遮蔽」とする。 

別紙 2（本文）の一部補正 

244 頁 

9 行目～14 行目 

(ⅷ)復水貯蔵槽 

本貯蔵槽には，通常運転中の原子炉

冷却系統への補給水，高圧炉心注水

系，原子炉隔離時冷却系，高圧代替注

水系及び低圧代替注水系による原子

炉への注入水，燃料プール代替注水系

による使用済燃料プールへの注入水，

並びに代替格納容器スプレイ冷却系

及び格納容器下部注水系による原子

炉格納容器への注入水を貯留する。 

(ⅷ)復水貯蔵槽 

本貯蔵槽には，通常運転中の原子炉冷

却系統への補給水，高圧炉心注水系，

原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系

及び低圧代替注水系による原子炉へ

の注入水，並びに代替格納容器スプレ

イ冷却系及び格納容器下部注水系に

よる原子炉格納容器への注入水を貯

留する。 

添付書類八の一部補正 

8-6-113 頁 

13 行目～14 行目 

f. 酸素濃度・二酸化炭素濃度計（6 号

及び 7 号炉共用） 

個 数   2（予備 1） 

f. 酸素濃度・二酸化炭素濃度計（6 号

及び 7 号炉共用） 

個 数   3（予備 1） 
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